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令和５年神審第３９号 

裁 決 

練習船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

海技免許 四級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官小嶋正博出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主 文 

 

受審人ｂを戒告する。 

 

理 由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年９月１６日１６時５７分半僅か過ぎ 

阪神港神戸第１区 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名  練習船Ａ 貨物船Ｂ 

総 ト ン 数 ３,９９０トン ４９９トン 

全 長 ９１.２８メートル ７４.９０メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 

出 力 ３,０００キロワット １,４７１キロワット 
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３ 事実の経過 

(1) Ｂの設備及び性能 

Ｂは、船尾船橋型の鋼製貨物船で、１軸右回りの固定ピッチプロ

ペラ及び港内操船時舵角を７０度まで操作できるシリングラダー並

びにバウスラスターをそれぞれ装備し、ＧＰＳアンテナを船首端か

ら６０メートル後方、左舷端から６メートル右方の船橋上部に設置

していた。 

(2) 阪神港神戸第１区 

阪神港神戸第１区は、その北部に、南北に伸びる突堤が西から東

に並んで４本築造され、西側から新港第１突堤（以下、突堤に関し

ては「新港」を省略する。）、第２突堤、第３突堤及び第４突堤と

称され、長さ約３６０メートルの第１突堤東側南端からＤ、Ｅ、Ｆ、

同突堤約１４０メートル東側の第２突堤西側南端からＧ、Ｈと岸壁

の名称が付されていた。 

(3) ｂ受審人の着岸計画 

ｂ受審人の着岸計画は、第２突堤Ｈ岸壁へ１０回程度出船左舷着

けで着岸した経験から、第１突堤南東端から１０メートルないし 

１５メートル離して同突堤と平行に進み、Ａから１０メートル離す

ようにして右回頭し、出船左舷着けする計画であった。 

(4) 本件発生に至る経緯 

Ａは、船体ほぼ中央に船橋を有する鋼製練習船で、船長ａほか 

４３人が乗り組み、実習生１０４人を乗せ、船首４.８９メートル

船尾５.０２メートルの喫水をもって、第１突堤ＥＦ岸壁に、船首

を３５２度（真方位、以下同じ。）に向けて入船左舷着けで係留中、

令和４年９月１６日１６時５７分半僅か過ぎ神戸メリケンパークオ

リエンタルホテル灯台（以下「ホテル灯台」という。）から０６８.５
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度５４０メートルの地点において、船首が３５２度に向いたまま、

その右舷船尾部にＢの左舷船尾部が後方から５７度の角度で衝突し

た。 

当時、天候は曇りで風力５の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の初

期にあたり、視界は良好で、兵庫県神戸市には、強風及び波浪の各

注意報が発表されていた。 

また、Ｂは、ｂ受審人ほか４人が乗り組み、空倉のまま、船首 

１.９メートル船尾３.９メートルの喫水をもって、１３時３５分阪

神港大阪第１区を発し、同港神戸第１区第２突堤Ｈ岸壁に向かった。 

ｂ受審人は、乗組員を入航配置に就かせ、前示岸壁に出船左舷着

けの予定で、１６時４５分ホテル灯台から１４０.５度７８０メー

トルの地点で、００８度の針路で左方に４度圧流され、２.８ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によって進行した。 

ｂ受審人は、右舷方から風を受け左方に圧流されていることを認

め、１６時５３分ホテル灯台から０８９度５４０メートルの地点で、

第１突堤から約２０メートル離して同突堤に平行に進むよう針路を

０１０度に転じ、左方に１７度圧流され、１.６ノットの速力で続

航し、１６時５５分ホテル灯台から０７９.５度５３０メートルの

地点に至ったとき、さらに左方に圧流される状況であったが、機関

とバウスラスターを使用すれば支障なく右回頭できると思い、さら

に針路を右にとるなど、操船を適切に行わなかった。 

ｂ受審人は、１６時５５分半ホテル灯台から０７７度５４０メー

トルの地点で、第２突堤Ｈ岸壁に着岸するため右回頭を開始したと

ころ、Ｂは、船首が０４９度を向き、０.７ノットの速力となった

とき、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾部外板に凹損を、Ｂは、左舷船尾部
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に修理不要の擦過傷をそれぞれ生じたが、のちＡは修理された。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、阪神港神戸第１区において、右舷方から風を受ける状況

下、Ｂが着岸する際、操船が不適切で、第１突堤ＥＦ岸壁に係留中のＡ

に向かって圧流されたことによって発生したものである。 

ｂ受審人は、阪神港神戸第１区において、右舷方から風を受ける状

況下、Ｂを着岸操船中、左方に圧流されていることを認めた場合、第１

突堤ＥＦ岸壁にＡが係留していたのだから、同船から離れるようさらに

針路を右にとるなど、操船を適切に行うべき注意義務があった。しかる

に、同人は、機関とバウスラスターを使用すれば支障なく右回頭できる

と思い、操船を適切に行わなかった職務上の過失により、Ａとの衝突を

招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年７月２２日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  大  北  直  明 


